
 

よさこい高知文化祭２０２６及び関連行事に係る 

記念誌及び記念アルバム作成委託業務仕様書 

 

高知県総合企画部広報広聴課 

 

１　委託業務の内容 

(１)　記録写真撮影 

　　　よさこい高知文化祭２０２６及び関連行事において、記録写真を撮影し、成果品を納入する。 

(２)　記念誌の編集・印刷 

　　　記念誌を企画、編集及び印刷する。 

(３)　記念アルバムの編集・制作 

　　　行事の記念アルバムを企画、編集及び作成する。 

 

２　委託期間  

　　　契約締結日から令和９年３月31日まで 

 

３　成果品 

(１) 記録写真 

・対象：デジタルカメラで撮影した静止画像の全て 

・納品方法・・・ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒによるデータ納品 

・納品期限・・・令和８年１１月６日（金）（変更する場合あり） 

・納品場所・・・高知県総合企画部広報広聴課 

(２) 記念誌 

・納品部数・・・2１0部 

・仕様 

・納品期限・・・令和９年2月26（金）（変更する場合あり） 

・納品場所・・・高知県総合企画部広報広聴課 

 

 

 

 

 規 格 天地245mm×左右255mm（B4特殊版）

 ペ ー ジ 本扉(1枚)、遊び紙(１枚)、両面印刷 

本文50ページ程度 

（写真集の部：カラー、34ページ程度、記録の部：単色刷り、16ページ程度）

 上 製 本 糸綴じ、角背、厚表紙<ちり出し>、みぞつき

 表 装 ハードカバー、表面及び背表紙に題字箔押し（布張り）、見返し付き、グラシンペーパーあり

 本 文 紙 質 両面アート紙

 ケ ー ス ボール紙、貼紙あり、表面及び背表紙に題字印字

 そ の 他 見本あり。 

文字データは、県からファイルで提供する。 

知事の写真は、県から別途提供する。



(３) 記念アルバム 

・納品部数・・・４冊 

　　　・仕様 

※１ 高知県産和紙による表装が技術的な課題等により困難な場合は、協議のうえクロス張りに変更することがある。 

なお、入札時は高知県産和紙による表装を前提として見積もること。 

・納品期限・・・令和９年２月12日（金）（変更する場合あり） 

　　　・納品場所・・・高知県総合企画部広報広聴課 

 

４　記録写真撮影に関する事項 

（１）写真撮影 

県が指定する場所で行う。 

（２）カメラマンの人数及び撮影地域 

　※撮影時間、地域、箇所、人数は変更する可能性がある。なお、大幅な変更が生じる場合は別途協議する。 
　　※全期間について原則として県の運行する報道バスを利用するが、撮影箇所によって移動手段の確保が必要 
　　　になる場合がある。 
（３）カメラマンの技術等の確保 

本業務は、写真の出来によって、成果物の完成度が決まること、また撮影チャンスが限られることから、人

物撮影の経験が豊富で撮影技術の優れたカメラマンを手配すること。 
（４）撮影場所の下見 

　　９月中に下見を１回実施する（日程については県と協議のうえ、決定する）。なお、必要に応じて、本番直

前にも会場の下見を実施するものとする。 

 

５　記念誌の編集・印刷に関する事項 

・県が撮影した記録写真を提供する場合があるので、必要に応じて併用すること。 

　　・使用する写真、レイアウト、キャプションなどは、県と協議のうえ決定するが、最初に構成(台割)と候補

写真を企画し、提案すること。 

　　・知事あいさつ、日程等のテキストは、別途県から入稿する。 

　　・県が提供する記録写真も含め、必要に応じて、写真の補正（色調補正及びトリミング等）を指示すること 

がある。 

　　・校正出し(文字校正)は、県が校了と判断するまで行うこと。 

　　・突発的な事由による記事や写真等の修整、差し替えのほか、色校正後の修正にも迅速に対応し、更に緊急 

時等における制作体制を整えておくこと。ただし、一旦県が了承した後の差し替えについては、納期等の

条件を踏まえ県と協議のうえ、決定する。 

 規 格 横 350mm×縦 400mm 程度

 ペ ー ジ クリーム色中台紙（四方金付き）、36ページ程度

 表 装 高知県産和紙を使用※１、金箔押し文字入り

 そ の 他 桐箱入り、袱紗

 取材日 班 撮影地域 撮影時間 取材施設数 必要カメラマン数

 10 月 25 日（日） １班 南国市、高知市 ９時半～18 時 ２ ２

 ２班 高知市 12 時～18時 １ ３

 10 月 26 日（月） １班 高知市、南国市 ８時～19 時半 ２ ２

 ２班 高知市、いの町、

南国市

11 時～20時半 ２ ２



 

６　記念アルバムの編集・制作に関する事項 

　　・県が撮影した記録写真を提供する場合があるので、必要に応じて併用すること。 

　　・使用する写真、レイアウト、キャプションなどは、県と協議のうえ決定するが、最初に構成(台割)と候補

写真を企画し、提案すること。 

　　・県が提供する記録写真も含め、必要に応じて、写真の補正（色調補正及びトリミング等）を指示すること 

がある。 

　　・突発的な事由による写真等の修正、差し替えにも迅速に対応し、更に緊急時等における制作体制を整えて

おくこと。ただし、一旦県が了承した後の差し替えについては、納期等の条件を踏まえ県と協議のうえ、

決定する。 

 

７　権利関係 
・本契約に基づく成果物の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は、成果物の引渡し

をもって県に譲渡されるものとする。また、著作者は成果物に係る著作者人格権を、将来にわたって一切

行使しないものとする。 
・受託者は、県と協議のうえ、この業務により撮影した写真以外の写真（以下、「業務外の写真」という。）

を記念誌又は記念アルバムに使用することができるものとする。その場合、受託者は県に対し業務外の写

真の著作権者を明らかにし、著作権者が記念誌又は記念アルバムに使用することを許諾したものであるこ

とを保証するものとする。 

 

８　特記事項 

・この業務委託の実施により知りえた情報は、警備上の秘匿事項となっており、受託者には厳重な秘密保守

義務が発生する。 

・当仕様書に定めのない事項が発生した場合は、双方がその都度協議のうえ定めるものとする。 

 


